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ある兵士の文書焼却日記を読んで

考えたこと

最近、ある農民がー兵士として海軍文書の大

規模焼却にかかわったことを記した日記を読む

機会があった。この日記を読みながら、私たち

日本人の文書記録に対する認識についていくつ

か考えさせられた。

世紀末から世紀初めの日本は、文書館制度、

情報公開制度ともに大きな画期だったと後に評

価されるであろう。後世の評価、それはどんな

ものになるだろうか。寒気立つ思いである。中

央官庁を中心に全国各地の国の機関では、情報

公開のための整理と称して大量の文書処分が行

われたからである。たしかに整理は必要であっ

ても、しかし現有していた文書記録を急いで処

分する必要はないはずだ。にもかかわらずいろ

いろな「理由」をつけて、結局主権者である国

民に活用させるという途を閉ざした。「歴史資

料と して重要な公文書Jは、協議 ・合意の上で

国立公文書館に移管するシステムができている

にもかかわらずである。

「日本の公を問う JUアエラ.12001年5月

21日)第2章に、 「官僚が公文書を抹殺し、日

本の現代史は空白になる」という見出しがおど

っている。情報公開法の施行にともなう文書整

理の過程で、国の機関で文書記録を処分する

「シユレツダーの嵐が吹き荒れた」のである。

まさに「国民が共有する文書、つまり 『公』が

組織的、 『合法的』に抹殺されたのだ。関係法

律には罰則もなく、文書の処理を審査する第三

者機関も新設されず、国立公文書館も文書移管

への強制力を欠いたままのなかで、だ。何が故

意、過失によって失われたかは、見当もつかな

しリ事態が出現したのである。懸念され、警鐘

が鳴らされていたことであったが、本当に出現

してしまった。したがって、「日本という 国家

が、社会の質がこれでよく分かる」と評価され

ても反論のしょうがない。「これでは歴史研究

高橋 実(作新学院大学)

どころか、国そのものが薄っぺらになる」のは

必至である。

さまざまな場面、さまざまな時に見られるこ

うした日本および日本人の文書認識は、どこに

由来するのであろうか。「自 らが、自らの文書

記録を、普くみんなのために、速く未来に向け

て保存、公開する機関J(北}l1健)である文書

館の制度的・思想的充実を期すためには、どう

してもこの文書認識の歴史を解明しなくてはな

るまし、。
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本項では、そのような文書認識の歩みを検討

するひとつの素材を提供するものである。紹介

するのは、茨城県牛久市桂町の吉田新一 (大正

4年 ~平成8年)が、 長い間にわたって書き継

いできた日記の記事である。

吉田は、敗戦直前の昭和20年8月12日、横

浜の船舶警戒部より東京の大 11崎にあった海軍大

学内に置かれていた海軍省海上護衛総司令部第

一調査室に転属。新しい事務の仕事に取り組ん

でまもなく、 8月15日の玉音放送を迎えること

になった。海軍の中央にいても、吉田 ら下級兵

士には敗戦の報せは突然のことであ ったよう

だ。

敗戦には衝撃をうけたであろうが、翌16日

の日記に「今日は一日中赤本の焼却。今日も明

日も、毎日本の焼却である」とあり、大量の文

書焼却にあたっているのである。文書焼却の記

述は、翌日日と 19日の条にも見られる。つま

り 「教育局も特務班も海上護衛も、皆々書類の

焼却である。日本の戦争歴史なくする為に戦争

の一切の資料、 一切の歴史を焼却してしまふの

だJとあり、 19日には「書類焼却も大部かた

づえた」と記している。

こうして海軍省中央の戦争にかかわる文書記

録が一切焼却されたのである。総員で、 16日
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から 19日まで延べ4日聞かけて焼却したので

あった。どの部局でも、 一斉に焼却していると

ころから、命令による組織的全面的一斉焼却処

分た、ったといえよう(東京府市ヶ谷の陸軍省の

大量文書焼却については、戸部良一 『逆説の軍

隊』中央公論社、 1998年を参照されたい)。

まさに吉田が認識したように、戦争に関する

すべての文書記録を焼却することによって、戦

争の歴史をこの世から抹殺することをはかった

ものである。

吉田は、焼却する文書記録を「赤本」と称し

ているが、これはどんな意味をもつのであろう

か。私は、共産主義=赤、危険という戦中の一

連の 「常識」感覚にもとづいたもので敗戦によ

って軍事記録が危険な記録となったため「赤本J

と比輸的に表現し、隠語として共用されたので

はないか、と思う。あるいは、機密文書である

ため朱で⑭と書かれていたものを焼却対象とし

たので「赤本j といったのであろうか。いずれ

にしても、 吉田がし、た海軍中枢部では焼却処分

すべき記録を「赤本Jと称していたようだが、

陸軍やその他の機関ではどう表現していたので
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行政機関における「危険j 文書の廃棄は、敗

戦後ただちに始まっている。全国の各地の市町

村をはじめ各種機関が、上級機関からの指示に

より大量の文書記録が焼却処分されたことは周

知の事実である。

マッカーサ一司令官が、神奈川県厚木飛行場

に降り立って、最初の本部を横浜港近くのホテ

ルに定める前まで、近くの神奈川県庁の庭から

は連日、 書類を焼く煙があがっていたという。

そのため神奈川県に戦中文書がほとんど残って

いないらしい(、国の公文書、歴史資料として

保存グ 「東京読売新聞J2001年4月12日)。

長野県庁では、万単位ともいわれる文書記録

が、機密書類として一週間にわたり河原で焼却

されたといわれている。長野県内の各市町村で

も、 8月18日付けの至急秘文書で、各種機密

書類、物動関係書類、その他国力判定の基礎と

なるような印刷物や台帳などは速やかに焼却す

るよう求められている(小松芳郎「公文書の廃

棄J< ~松本市文書館だより 』 第 7 号、 2001
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年9月>)。このような焼却処分は全国各地で

幅広く行われたことは確実で、ある。それによっ

て文書記録の大空白時代を生み出したのであ

る。

軍人も役人も、さらには民間人も、多くは戦

争を遂行する軍事・政治 ・経済などにかかわっ

てきたが、彼らは国が掲げる「大東亜共栄圏j

の建設を心底受容していたのであろうか。さら

に 「大東亜」戦争はあくまでも「正義を実現す

る止むを得ない戦しリだと全幅の信頼を寄せて

いたのだろうかという疑問をもっ。戦後の日本

人の変わり身の早さ(軍国から民主へ)を見せ

つけられたからだけではない。長く苦しい戦争

に参加し、支えてきた多くの人々は、今次の戦

争は必ずしも正義の戦いではないかもしれない

という疑いが生まれてきており、その流れのな

かで敗戦を迎えた結果、もしかしたら正義でな

L、戦争に従い参加してきた彼ら自身の過去の歩

みを消去したいという意味をも含ませたのが、

一連の文書焼却行為であったと推察できなくも

ない。それがゆえに、兵士吉田も含めた多くの

人々が全国で、戦時記録の焼却行為に積極的に

参画したのではなかろうか。この焼却行為が、

日本人の文書認識に与えた影響の大きさははか

り知れない。 。
連合国軍総司令部が主導した、戦後日本の政

治、社会、経済、文化にかかわる諸改革は、本

国アメリカでもその実現は考えられないような

理想主義的、革新的なものであった、といわれ

ている。

図書館や博物館は、民主主義思想の普及など

に役立つ機関として比較的早くから整備がはか

られていた。そのような流れのなかで図書館法

は1950年(昭和25年)に制定され、翌日年に

は博物館法が制定されている。しかし、不思議

なことであるが、戦後の日本には、文書館(ア

ーカイブス)制度はまったく導入されなかった。

どうしてであろうか。検討すべきことである。

日本で文書館が最初に設立されたのは山口県

文書館で、それは 1959年のことである。国立

公文書館の設立は 1971年で、公文書館法の制
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定は 1987年のことである。図書館法におくれ

ること 37年であった。しかし、「後のものは先

にJということがあるという。そうあってもら

いたいものである。
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明治維新からこのかた、大小の曲折はあった

が、日本は近代化をはたし、現在では経済大国

といわれるようになった。この歩みのモデル、

目標は欧米であった。常に欧米に追い付け追い

越せということで、走ってきたのである。見本

は外にあり、それをめざす外在的アプローチで

十分であった。

しかしこれからはそうはL、かない。冷戦構造

が終わった21世紀、日本は自立した国家とし

て、自らの歴史と文化を顧みる内在的アプロー

チをも加えた幅広い方法でもって、 真に豊かな

文化国家を目指さなければならない。そのとき

威力を発揮するのが、過去の文書記録であり、

それを保存し公開する機関である文書館なので

ある。

20世紀、文書館制度の充実なしに近代化す

るのは難しいという世界の「常識Jに反して、

日本は近代化し、経済大国となった。しかし、

この「成功体験Jは、 21世紀に大きな過ちを

もたらすような気がする 。日露戦争いらいの

「成功体験」が、太平洋戦争というとてつもな

し、失敗をもたらしたように。

過去に学ばない、過去を反省しないものには

発展はないという 。まことに至言である。
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この小稿をまとめていた 6月17日の朝のN

HKテレビニュースで、戦前の国策会社関係記

録が情報公開法施行にともなう「整理」によっ

て処分され、研究者から批判されていることを

報じていた。批判された財務省は、国立公文書

館に引き渡したいといったが、国立公文書館か

ら「歴史的価値はなしリと受け入れを拒否され

たので処分したと主張しており、いっぽう国立

公文書館は、そのような発言はしていないと反

論しているとのことであった。現代版「赤本J

事件の登場である。戦中や戦後間もない時期と

違い、公文書館制度が整っているなかでの廃棄
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処分であって、そのもつ意味は重大といわざる

をえない。

ことの真相は分からないが、ここに文書記録

に対するわが国の認識水準が端的に示されてい

る。今後どのような形でこの問題が展開してい

くかは不明で、あるが、焼却や断裁処分であれば

もとには決しでもどらない。[歴史的価値」の

ある貴重な文書記録を処分した 「責任」はあい

かわらず不問に付されるのであろうか。世の

人々の継続的注視が不可欠なと ころである。

敗戦から56年、最近のシュレツダーの嵐の

報道を聞くと、「赤本」意識の根強し、存続に驚

かされるとともに、各機関・各地で文書を焼却

する煙が立ちこめていたであろう敗戦時の光景

が想像させられる。焼却とシュレッダーという

処分方法の差だけが、半世紀の違いだとすれば、

歴史のたいへんな皮肉である。
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世界の常識は、「すべての情報を国民が知る

とき、 民主主義は最も機能するJ(ジョンソン

元米大統領)のであり(情報公開)、現在の情

報のなかから歴史資料を保存するによって(文

書館)、過去に学ぶことができ、同じ過ちを繰

り返さずにより高いレベルの施策を選択できる

のである。行政側も 「後世の歴史的評価j とい

う点検機能をうけることになり、より質の高い

行政を実現させやすくなるのである。

ともかく、 文書記録もつ多様な価値を深く考

えることもなく処分することによって、将来、

その時代がポッカリ空白となり、 後の世代に

「暗黒時代j と邦撤されないよう にするために

は、文書記録保存の制度的整備・充実だけでな

く、私たち日本人の文書記録に対する意識の改

革をふくめた資料保存の思想的普及は欠かせな

し、課題である (2001年6月18日)。
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